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第1 在留資格の審査

1 芸術の在留資格について

「芸術」の在留資格は、芸術分野の国際交流を推進し、我が国における同分野の向上発展

のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられたものである。

2該当範囲

入管法別表第1の1の表の「芸術」の項の下欄は、本邦において行うことができる活動

を以下のとおり規定している。

収入を伴う音楽､美術､文学その他の芸術上の活動（二の表の興行の項の下欄に掲げる

活動を除く。 ）

具体的には、次に掲げる者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当する。

ただし、芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行わ

れる芸術上の活動は該当しない。

（1）創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家

（2）音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

3審査のポイント

（1）在留資格決定時

ア申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「芸術」であること、活動内容欄、経

歴欄及び立証資料により、申請人の活動の実績及び活動内容から、行おうとする活動が

「芸術」の在留資格に該当するものであることを確認する。

イ 申請書の月額報酬額欄及び立証資料により、その報酬が申請人が本邦で就労を予定

する期間において、 「芸術」の在留資格をもって活動するに十分な額であることを確認

する。

（注）申請人の所属する機関や契約する機関が存在しない場合は、申請書のうち「所属

機関等作成用」は、申請人が作成するものとする（在留期間の更新時において同

じ。 ） 。

（2）在留期間の更新時

ア申請書の活動内容欄、経歴欄及び立証資料により、行おうとする活動が引き続き「芸

術」の在留資格に該当するものであることを確認する。

6－1



第12編在留資格

イ 申請書の月額報酬欄並びに住民税の課税（又は非課税）証明書及び納税証明書によ

り、その報酬が申請人が本邦で就労を予定する期間において、 「芸術」の在留資格をも

って活動するに十分な報酬であることを確認する。

4審査の留意事項

（1）展覧会への入選等芸術家又は芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があり、芸

術活動に従事することにより本邦で安定した生活を営むことができるものと認められる

ことが必要である。

（2）芸術上の活動のみにより本邦において安定した生活を営むことができると認められるこ

とが必要である。安定した生活を営むことができるとは､芸術上の活動を行うことはもと

より、本邦において社会生活をおくることが可能な収入を得ることをいう。

(3)大学等において芸術上の｢研究の指導又は教育を行う活動｣は､在留資格｢教授」

に該当する。

（4）外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資

格に該当する場合は、 「興行」の在留資格が決定される。例えば、興行の形態で行われる

オーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、 「芸術」の在留資格で

はなく、 「興行」の在留資格に該当することとなる。

なお、興行の活動を行う外国人に随伴して入国・在留するものでない興行に関係する

活動を行う者で、芸術に該当する活動を行うもの、例えば、独立して入国・在留する

演出家、振付師、脚本家等は「芸術」の在留資格に該当する。

（5） 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格となる。

5立証資料

第31節別表のとおり。

6在留期間

6-2

在留期間 運用

5年 次のいずれにも該当するもの

①申請人が申請時の在留資格における入管法上の届出（例：住居地の届

出、住居地の変更届出、住居地以外の在留カードの記載事項の変更届出、

所属機関等に関する届出）義務を履行しているもの（上陸時の在留期間

決定の際には適用しない。 ）

②学齢期（義務教育の期間をいう。 ）の子を有する親にあっては、子が

小学校、中学校又は義務教育学校（いわゆるインターナショナルスクー

ル等も含む。 ）に通学しているもの（上陸時の在留期間決定の際には適
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用しない。 ）

③顕著な活動実績を有するもの又は製作等した作品が著名な賞を獲得し

たもの

④活動予定期間が3年を超えるもの

次のいずれかに該当するもの

①次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①、②及び③のいずれにも該当するも

3年

の

b活動予定期間が1年を超え3年以内であるもの

②5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいず

れにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかの要件を満たさな

いもの

b活動予定期間が1年を超えるもの

③5年、 1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

1年

①3年又は1年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に

5年の在留期間の項の①又は②のいずれかの要件を満たさないもの

②職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1

年に1度確認する必要があるもの ．

③活動予定期間が1年以下であるもの

活動予定期間が3月以下であるもの3月

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履

行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。

2刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可

とする場合の在留期間を検討することとなる。
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4中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月

未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3

月」ではなく 「1年」を決定する。
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